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１．放送デジタル化の目的と経緯
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便利で安全な社会の実現
（空き周波数の有効利用）

便利で豊かな国民生活の実現
（放送サービスの高度化）

アナログに比べてきめ細かさが「約５倍」

特に、美しい風景映像や
スポーツ番組で、ハイビ
ジョンの鮮明な画面が楽
しめます。

データ放送によるリアルタイムな情報入手

リモコンで、最新の地元
の天気予報やニュース、
スポーツ中継の選手情
報等をご覧いただけま
す。

聴覚障がい者・高齢者にやさしい放送
（字幕放送が標準装備）

一週間分の番組・ボタン一つで簡単録画
（電子番組表（ＥＰＧ））

外出先や乗り物で移動中も鮮明な画像
（ワンセグによる移動受信）

地上テレビ放送で使用する周波数を、アナログ時代の２／３に節約
→ 空き周波数を利用し、新たに電波を使ったサービスが可能に

携帯電話サービスの充実

ひっ迫する携帯電話用
周波数を確保し、携帯
電話の利用を一層便
利に

新しい放送サービスの展開

「いつでも、どこでも」
テレビの視聴を可能に
する携帯端末向けマ
ルチメディア放送の実
現

事故のない車社会の実現
（車同士の通信で出会い頭の事故を防止）

防災・救急医療などでの活用
（災害時や救急時の映像・データをスムーズ
に確実にやりとり）

歩きながら…

電車の中で
スポーツ観戦…いつでも

どこでも

1 0 1 1 0 ･ ･ ･

1 0 1 1 0 ･ ･ ･

携帯端末向け
モバイル番組

災害情報 ニュース

携帯端末向け
モバイル番組

災害情報 ニュース

地上アナログ放送のデジタル化の意義
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90～108MHz帯
（1～3ch）

170～222MHz帯
（4～12ch）

470～770MHz帯
（13～62ch）

アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送
デジタルテレビ放送

【デジタル化後】

ガ
ー
ド
バ
ン
ド

18MHz幅 32.5MHz幅 14.5MHz幅
108 207.5 22290

放送
（移動体向けの

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等）

・携帯電話
・ ITS（Intelligent Transport System:
高度道路交通情報システム）に
使用することを予定。

デジタルテレビ放送
（13～52ch）

18MHz幅 52MHz幅 60MHz幅90 108 170 222 710 770

デジタル移行完了後の空き周波数の有効利用

ガ
ー
ド
バ
ン
ド

自営通信
(安全・安心の確保)

放送
（移動体向けの

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等）

202.5
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地上テレビジョン放送のデジタル化 主な経緯

1998年10月 政府が地上放送のデジタル化計画を発表
（地上デジタル放送懇談会 報告）

2001年７月25日 電波法改正（６月８日成立）を経て、地上放送のデジタル化及び
アナログ終了期限を2011年7月24日に決定

2003年12月1日 三大都市圏で地上デジタル放送開始

2006年12月1日 全都道府県で地上デジタル放送開始

2011年７月22日 岩手・宮城・福島の東北３県のアナログ放送終了期限を
2012年３月末まで延長

2011年７月24日 アナログ放送の終了（東北３県を除く）

2012年３月３１日 東北３県でアナログ放送終了

2013年３月３１日 ５３～６２ｃｈが他の用途に使用可能に

2015年３月３１日 暫定衛星対策終了予定。

※「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律」（法律第６８号 平成２３年６月１５日公布・施行）
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地上デジタル放送への移行状況
～ 平成２３年７月２４日（４４都道府県）、平成２４年３月３１日（岩手、宮城、福島） ～

○ 共聴施設のデジタル対応、新たな難視対策、暫定衛星対策など
→ 住民の皆様がテレビを見続けることができるようにするための対策は計画通り終了。

○ 低所得者向けのチューナー支援
→ 従来の郵送申込みに加えて、全国約800ヶ所（東北3県は約50ヶ所）の臨時相談コー

ナーでも受付

○ 停波当日は12時にアナログ放送はお知らせ画面に移行、24時までに停波

○ 全国、東北3県いずれも大きな混乱なく円滑に終了
（例）地デジコールセンターのコール数

7月24日 約12.4万 → 25日 約6.9万 → 26日 約3万 → 27日 約1.9万

１．アナログ停波までの取り組み

２．アナログ停波の状況
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２．平成２３年度予算の概要
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平成２３年度 地上デジタル放送移行事業概要

○ ２０１１年７月２４日の地上デジタル放送への完全移行に向けて、残された期間で国民に円滑にデジ
タル放送に移行していただく観点から、必要な環境整備・支援策を実施

○ 平成２３年度所要額（事業費）は約６４６億円（注）

（注）平成２３年度末時点。すべて電波利用料財源。一部を除き、国庫債務負担行為により複数年度にかけて歳出化（平成２３年度予算額は約３６７億円）。

 全都道府県のデジサポによる受信相談・現地調査等
 高齢者・障がい者等を中心としたきめ細かなサポートの実施

地デジ受信のための支援策の集中的実施

 デジタル中継局の整備に対する支援
 デジアナ変換の導入による円滑な受信環境整備の推進 等

その他

 辺地共聴施設のデジタル化の支援
 受信障害対策共聴施設のデジタル化の支援
 集合住宅共聴施設のデジタル化の支援
 新たな難視対策
 暫定的な衛星利用による難視聴対策

地上デジタル放送への円滑な移行のための
環境整備・支援

地デジの受信方法などの相談に
丁寧に対応

低所得世帯への
受信機器支援

etc.

全都道府県での受信相談・現
地調査等

高齢者・障がい者等き
め細かなサポートの実

施

辺地共聴施設のデジタル
化の支援

デジタル中継局整備支援

経済的な理由により
対応が困難な世帯への
受信機器購入等支援

暫定的な衛星利用
による難視聴対策

受信障害対策共聴施設の
デジタル化の支援

集合住宅共聴施設の
デジタル化の支援

デジアナ変換の導入に
よる受信環境整備

共聴施設のデジタル化支援など
地デジを受信するための環境の整備

 低所得世帯への地デジチューナー等の支援

アナログ放送終了のための 終体制の整備

低所得世帯への受信機器支援
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３．デジタル移行後の主な課題
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平成２４年度
107,623 

66.9%

平成２５年度
11,914 

7.4%

平成２６年度
25,428 
15.8%

検討中
15,890 
9.9%

デジタル難視の解消－ 今後の対策世帯数と対策見通し

○ 対策手法別の状況（計画策定済のみ）

暫定衛星対策終了

平成２７年３月末

平成２７年３月までに
恒久対策を実施

約１６．１万世帯

中継局整備等
69,866 
48%

共聴
34,698 
24%

CATV加入
3,723 
3%

高性能アンテナ
36,678 
25%

対策手法

144965世帯

○ 対策予定年度別の状況

対策が必要な世帯数
約１６．１万世帯

（平成２４年３月末）
※新たな難視 約１４．３万世帯
デジタル混信 約１．１万世帯

新たな難視やデジタル混信が原因で地上デジタル放送が良好に受信できない世帯に対し、暫定衛星対策が終
了する平成２７年３月までに地域のテレビ放送を受信できるようにする。
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「新たな難視」とは

アナログ放送のエリア内であっても、地理的条件が厳しい地域などにおいてデジタル放送を受
信できなくなることがある。→ 「新たな難視」

デジタル放送には、地形等の影響により電波が弱くなる地域では急激に受信することができなくなる性質
がある。〔クリフエフェクト〕

アナログ放送はかろうじて受信できてもデジタル放送は受信できない地区が中継局から遠い山間部などの
一部の地域で生じる。

（参考２）
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「デジタル混信」とは

 一部の地域で地形や気象条件によって季節的（主に夏期）に電波の異常伝搬の影響によ
る受信障害が発生。

 著しい受信障害でお困りの世帯には暫定衛星対策を実施中。

 恒久対策としては、チャンネル周波数を変更する必要があり、アナログ放送終了後に空い
たチャンネル周波数への切り替えを実施。

通常の地上デジタル放送の
テレビ画面

受信障害が発生している
テレビ画面（イメージ）

（参考３）
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「暫定衛星対策」とは

ＢＳ１７ｃｈ

受信設備整備支援

ＮＨＫ及び在京キー局

地上デジタル放送
ＢＳデジタル
放送（再送信）

視聴者

日本テレビ

テレビ朝日

テレビ東京

フジテレビ

ＮＨＫ（総合）

ＴＢＳテレビ

ＮＨＫ（教育）

周知・広報

送信・利用者管理

・暫定的・緊急避難的に衛星を通じて、地上デジタル放送（東京のキー局）の放送番組を再放送。

・視聴者の負担はない。

・衛星放送の実施期間は、平成２２年３月から平成２７年３月まで

（参考４）
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４．地デジ完全移行のための事業関連
予算
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地デジ完全移行のための事業関連予算

１ 地上デジタル放送への円滑な移行のための環境整備・支援（電波利用料財源）

（億円）○事業費

○予算に基づく支出額

注１ Ｈ２１以降の事業費は、一部、国庫債務負担行為により複数年度にかけて歳出化（予算化）
２ 四捨五入の関係で合計が一致しない。

H20 H21 H22 H23 H24 合計

41 412 856 646 234 2,189
（内訳）

事 業 金額

コールセンターの運営、テレビ受信者支援センターによる受信相談・調査 773

低所得世帯へのチューナー等支援 454

中継局・共聴施設の整備支援、デジタル難視対策の実施 865

チャンネル周波数変更対策 80

ケーブルテレビのデジアナ変換導入支援その他 16

H20 H21 H22 H23 H24
H25～28の
支出予定額

41 185 317 367 305
1,005

H21～24に実施した
事業に係る歳出化分

（億円）

（億円）

※ その他H25以降の
事業費分の支出が
生じる １６



２ その他

（１）アナログ周波数変更対策（電波利用料財源）

・ アナログ放送用周波数変更を行う放送事業者等への給付金支給等

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 合計

46 317 545 459 176 20 9 3 2 1,576

（２）地デジ対策（一般財源）

・ 地デジ移行に関する周知広報 など

Ｈ１３～２１ 合計

54億円

（億円）

注 四捨五入の関係で合計が一致しない。

事業費
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